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新型コロナウイルスに関する緊急事態宣⾔への対応について（その 7） 
      

  当社は、新型コロナウイルス感染症への対応について、政府指針や⾃治体要請などに基づき策定
した「罹患防⽌ガイドライン」を遵守しながら、段階を踏んで業務継続・再開に向けた体制を整えて
参ります。  

 
１．本社、北海道営業所、有明・蕨・神奈川・千葉・松伏・北九州の各⼯事事務所及び⼯場 
   6 ⽉ 18 ⽇（⽊）まで、在宅勤務を積極活⽤し、出社する社員を全体の 2〜3 割程度に抑制すること
を継続します。出社する社員は、感染予防対策（混雑時間帯の出退勤を避ける、執務場所等における
⼗分な３密回避対策を講じる等）を徹底し、必要な業務を遂⾏します。直接⾯談（出張、会議、打合
せ）は、原則として禁⽌（延期または中⽌）とし、代替策として電話、メール、Web 会議等を最⼤限
活⽤して対応いたします。 
 
２．上記以外の事業拠点 
 ６⽉8⽇（⽉）より、出社する社員を全体の５割程度に抑制した業務運営体制とします。 
直接⾯談（会議、打合せ）も可としますが、⾯談の際は参加⼈数を厳選した上で、感染予防対策を徹
底いたします。なお、出張・外出については、各⾃治体からの要請を遵守の上、対応いたします。 
 
＊今後の状況に応じて、事業拠点ごとに在宅勤務の実施体制・期間などは随時⾒直します。 
 

施⼯現場は、感染対策を実施した上で、特別な事情がない限り、従来通り継続いたします。 
 

当社は、引き続き、社内外への感染被害抑⽌と社員等の安全確保を最優先に、状況の変化に応じて、
今後も必要な対策を講じて参ります。 

 
関係先の皆様におかれましては、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 
 
 

                          （お問い合わせ先） 
総務部総務室 03-6865-6300   

 

以上 


